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福祉サイドの
課題

農業サイドの
課題

●障害者雇用や就労の
　場が不足している

●工賃収入が少ない

●意欲のある人が活躍で
　きる場を増やしたい

●障害者の自立と社会参
　加が求められている           
　　　　　　　…etc.

●繁忙期に人手が足りない

●高齢化が進み担い手が見
　つからない

●草刈り等日々の農作業に
　追われている

●小ロットの委託加工先が
　ない
　　　　　　　　…etc.

「収穫の繁忙期や袋入れ等の出荷作業に人手が足りない」
「日々の農作業や栽培管理に追われて、販路開拓など農業経営を考える余裕がない」
…このような農家の課題を解決する手段として、農福連携の取組が広がっています。

兵庫県では、農業サイドの相談窓口を「公益社団法人ひょうご農林機構」に、福祉サイドの相談窓口を「NPO法人
兵庫セルプセンター」に設置。両者が連携して農業経営体と福祉事業所のマッチングを支援しています。
本パンフレットでは、農業・福祉の双方が比較的取り組みやすい「作業受委託型（※）」の事例を中心に取り上げ、
農福連携マッチングの進め方について紹介しています。農作業の課題を農福連携で解決してみませんか。

（※）農業者と福祉事業所（障害者就労施設）が農作業や農産物の加工について請負または委託契約を結び、障害のある方に農作業等を手伝ってもらうものです。契
　　約内容は期間や作業時間、作業内容を限定することも可能。また、作業時には障害者をよく知る福祉事業所の職員（支援員）が責任を持って指導し、作業を遂行
　　していただけます。　

障害の種類は身体、知的、精神と様々で、その程度や状態も人に
よって異なります。農作業の習得に時間がかかる方もおられます
が、例えば、作業を切り分け、障害者の方の障害特性に応じて、そ
の一部分を担っていただくことで実施する事例もあります。また、
障害者に農作業を体験してもらうために、農業者が障害者を試行
的に受け入れるインターンシップ事業があるので、どのような農作
業を依頼したいか、まずはひょうご農林機構までご連絡ください。

A

Q1　 障害者の方は農作業に慣れていません。作業を任せて大丈夫でしょうか？

基本的には福祉事業所側で作業にかかる保険をかけることに
なっています。そのような場合には救護などの適切な対応をお願
いします。

A

Q3 農作業中に福祉事業所の利用者（障害者）がケガや病気になった場合の補償は？

まずは、ひょうご農林機構へ気軽に相談ください。どの様な作業を
依頼できるのか一緒に考えていきます。その後、農作業を福祉事業
所に依頼する場合に、請負契約を締結していただくのが一般的です。
契約内容として、作業内容、時期、時間、請負報酬、支払方法、事故
責任の所在、その他の留意事項等の詳細を決めていきます。特に
請負報酬の設定方法と金額の決定については、基準を明示するな
どの積極的な対応が望まれます。農業者と福祉事業所の話し合い
で決定することが重要です。時間給や出来高で決定する事例が多
くなっています。必要であれば、機構にご相談ください。費用は、契
約書に貼付する印紙代（200円）程度です。

A

Q4 請負契約までの流れを具体的に教えてください。また、契約まで
にかかる費用はどれぐらいかかりますか？

請負契約による受け入れの際には、福祉事業所の支援員（職業指
導員）が必ず同行します。農業者は支援員に作業説明・指示を行
い、障害者へは支援員が、障害者の能力把握、作業指示とサポート
を行うこととなるので安心してください。

A

Q2　 障害者とどのように接したらよいか不安です。

農業者サイドの窓口は、「公益社団法人ひょうご農林機構」になり
ます。依頼したい農作業のことなど、まずはお気軽にご相談くださ
い。多くの場合、農福連携担当者が福祉事業所サイドの窓口とな
る「NPO法人兵庫セルプセンター」の担当者とともに現地にお伺い
します。障害者に行ってもらいたい農作業内容をお聞きしながら、
一緒に、福祉事業所に依頼したい農作業としてまとめます。

A

Q8 農福連携を支援する窓口は？

簡易トイレや休憩スペースを用意することが望ましいですが、近隣
に農業者の自宅などがあり、それらに代えられる場合は、必ずしも
特別に用意する必要はありません。また、ほ場の近くにコンビニ等
があれば、事前にトイレ使用の許可を頂いておく方法もあります。
特に近年は、猛暑等異常気象となることが多いので、福祉事業所
の職員と相談し、対策を検討してください。

A

Q5 作業所に特別な設備が必要ですか？
また、寒さや暑さに特別な対策は必要でしょうか。

請負契約による障害者の受入れにあたって、人件費等の補助金な
どはありませんが、県では農福連携の先進事例となるモデルを育
成するため、農業者が新たに農福連携に取り組むために必要な農
機具類の導入や、専門家からの指導等による知識習得に関する取
組等を支援する事業（農福連携推進事業）がありますので、近くの
農林（水産）振興事務所にお問い合わせください。
補助金：上限500千円（補助率:補助対象経費の2分の1以内）

A

Q7
請負契約による障害者の受入れにあたって、
農業者が福祉事業所の利用者に対して支払う賃金や工賃に
対する補助金等はありますか。

以下のような方法により、設定することもできますが、農業者と福
祉事務所、双方の意見合わせが必要です。

障害者を安い労働力として扱おうとする考え方は、世間から批判
を招きます。とはいえ、健常者と同じ作業ペースを望むのは難しい
ため、作業を行った「量」に対して正当な評価を行える出来高制を
敷くことが望ましいです。あくまでも、経営上の、コストの一環とし

A

Q6　 具体的に請負報酬はどのように算定したらよいでしょうか。

①パート職員が1時間の作業で2ケースの実績がある場合、
パート職員の時給をもとに計算。

　

②パート職員が1時間で仕上げる作業を、障害者が4人でこな
せた場合。

　

③障害者が、パート職員が行う同じ作業に2倍の時間を要し
た場合。

（報酬額算定例）

パート職員の時給（1000円と仮定）÷2ケース　

パート職員の時給÷4人　→　障害者1人あたりの時給

パート職員の時給÷2時間　→　障害者1人あたりの時給

農 福 連 携 に つ い て よ く あ る 質 問

農福連携とは農業と福祉が連携し、
農業経営の発展とともに障害者の農業分野での活躍を通じて

生きがい等を創出し、社会参画を促す取組です。

農福連携とは農業と福祉が連携し、
農業経営の発展とともに障害者の農業分野での活躍を通じて

生きがい等を創出し、社会参画を促す取組です。




